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第１章 事前評価調査団の派遣 

  
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 
（１）派遣の経緯 

ボリビアは、中南米地域で最も貧しい国のひとつとされており、中でも、総人口の 45％が

居住している農村地域では、そのうち 94％が貧困状態にあるといわれている。 

ボリビア政府は、主要産業のひとつである農牧業の生産性及び競争力の強化が、貧困農民

の所得向上に寄与するものとして、持続的な農業技術の開発及び普及システムの確立に力を

注いでいる。中でも、「肉牛」、「酪農」を含む 21 の優良品目を重点品目として掲げて、生産

チェーン（生産から流通、消費）の強化を図ることとしている。 

しかしながら、農民への技術普及の面では、公的な普及制度を有していないことから核と

なる組織がなく、これまで研究・開発された畜産技術(飼養管理、肉牛改良等)の技術移転が

不十分な状況であった。 

したがって、国立家畜改良センターが中心となり、中小畜産農家に対する、技術普及のシ

ステム作りのために、対象地域における技術普及の実証を行い、他地域に適用できる普及モ

デル策定のため、本件プロジェクトの要請がなされた。 

 このため、今般、現地調査及び先方実施機関との協議を通じて、プロジェクトの原案を作

成し、事前評価を行うことを目的として、事前評価調査団を派遣するものである。 

 

（２）派遣の目的 

収集情報及び現地調査に基づいて、本プロジェクトの協力内容の妥当性の確認を行うとと

もに、プロジェクトの基本計画に係る検討を行い、プロジェクトの計画案、PDM 案等プロジ

ェクト原案の策定を行う。 

また、現地調査の結果を踏まえ、評価 5項目の観点から事前評価を実施する。 

 

１－２ 調査団の構成 
 

担 当 氏 名 所   属 

総括 星野 和久 JICA 農業開発協力部畜産園芸課 課長代理 

畜産振興 平尾 正倫 独立行政法人家畜改良センター鳥取牧場 種畜課長 

協力計画 高田 宏仁 JICA 農業開発協力部畜産園芸課 
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１－３ 調査日程 

ボリビア国立家畜改良センター普及強化計画 事前評価調査日程 

 
本調査日程は、10 月中旬に起こったボリビアの政変（10 月 17 日に大統領が辞任

し収束）で、大幅な変更を余儀なくされた結果のものである。 

  月日 曜日 時間 日程 宿泊地 

1 10 月 12 日 日 
12:00 

11:30 

（発）成田(JL006)→ 

（着）ニューヨーク（19:40 発、RG8865） 
機中泊 

2 10 月 13 日 月 

6:10 

11:45 

（着）サンパウロ（9:35 発、RG8880） 

（着）→サンタクルス 

JICA サンタクルス支所長打合せ 

国立家畜改良センタースタッフとの打合せ（ホテル） 

サンタクル

ス 

3 10 月 14 日 火 
 資料整理（ホテル待機のため） 

支所長打合せ 

サンタクル

ス 

4 10 月 15 日 水 

8:30 

9:20 

 

15:00 

ガブリエル・レネ・モレノ大学（UAGRM）表敬 

関係機関訪問（県庁、FEGAZACRUZ、ASOCEBU、 

  ASOCRALE、FEDEPLE、CIAT、SENASAG） 

国立家畜改良センター（CNMGB）表敬、協議 

ヤパカニへ移動 

ブエナビス

タ 

5 10 月 16 日 木 

8:30 

10:00 

14:00 

関係機関訪問（ヤパカニ市役所、ASOPLE、AGAYAP） 

現地視察(普及対象地、畜産農家） 

ワークショップ 

サンタクルスへ移動 

サンタクル

ス 

6 10 月 17 日 金 
 CNMGB との協議 

CNMGB 運営委員会（プロジェクトの説明、協議） 

サンタクル

ス 

7 10 月 18 日 土 
 資料整理 

新規案件調査（FDTA-TH、CEPAC） 

サンタクル

ス 

8 10 月 19 日 日 
 団内打合せ 

ミニッツ案作成 

サンタクル

ス 

9 10 月 20 日 月 
 

16:00 

ミニッツ案作成・協議 

ミニッツ署名 

サンタクル

ス 

10 10 月 21 日 火 
 広域協力関係機関調査（LIDIVET、UAGRM 獣医学部） 

サンタクルス支所 

サンタクル

ス 

11 10 月 22 日 水 
15:20 

20:05 

（発）サンタクルス（RG8881）→ 

（着）サンパウロ 
機中泊 

12 10 月 23 日 木 0:50 （発）サンパウロ（RG8836）→ 機中泊 

13 10 月 24 日 金 13:35 （着）成田   

      

        総括のみ   

11 10 月 22 日 水 

8:55 

15:41 

21:39 

（発）サンタクルス（AA922）→ 

（着）マイアミ（19:15 発、AA2115） 

（着）メキシコシティ 

メキシコシ

ティ 

12 10 月 23 日 木  中米畜産情報収集業務に従事（10/26 帰国）   
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１－４ 主要面談者 
 

＜ボリビア側＞ 

（１）国立家畜改良センター 

   Daniel Calderón       所長 

   Moises Salinas       技術部長 

   Manuel Jesús Angulo      顧問 

   Rolf Köhler       ベニセンター所長 

（２）ガブリエル・レネ・モレノ自治大学 

Julio A. Salek Mary      学長 

   Gary Villegas       農学部長 

   Gerardo Mendez       獣医学部長 

   Ebert Soria Medina      総務・財政部長 

   Nelson Villegas       普及部長 

   Napoleon Illanes       調査部長 

（３）サンタクルス県庁 

   Mario Diego Justiniano      県知事 

   Miguel Aguilera       プロジェクト担当 

（４）FEGASACRUZ（サンタクルス牧畜協会） 

   Oscar Antonio Franco Vaca      会長 

   Eduardo Wills Justiniano      計画部長 

（５）ASOCEBU（セブー牛協会） 

   Luis Fernando Gutierrez      会長 

   Oscar Bowles G.       支配人 

（６）FEDEPLE（サンタクルス酪農協会） 

   Juán Carlos Velarde Roca      会長 

   Johan Frerking       支配人 

（７）ASOCRALE（サンタクルス乳牛登録協会） 

   Julio Roda Matta       会長 

   Walter Sánchez Abdar      支配人 

（８）ヤパカニ市役所 

   Mauricio López       市長 

   Ángel Farla       持続的開発部長 

（９）AGAYAP（ヤパカニ牧畜協会） 

   Zacareas Nera       会長 

   Justo Vásquez       調整担当 

（10）ASOPLE（ヤパカニ牛乳生産者協会） 

   Eusebio Sipe       生産担当 

（11）ヤパカニ農牧短大 

   Eduardo Orozco       学部長 
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【ヤパカニで実施したワークショップ参加団体】上記（１）、（６）～（11）以外 

PDA(サンタクルス地域開発計画：NGO) 

Federación(ヤパカニ移住農民連合) 

CEPAC（農民農牧振興センター：NGO） 

CIAT（熱帯農業研究センター） 

 

＜日本側＞ 

（１）JICA ボリビア事務所 

 小園 勝        所員 

 

（２）JICA サンタクルス支所 

   永野 征一       支所長 
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第２章 調査の要約 

 
 今回の調査では、時期を同じくしてボリビアの各地でデモ等が発生し、最終的には大統領はじ

め各閣僚及び県知事等が交代するまでに発展した。このため、サンタクルスからラパスへの移動

が不可能となり、大使館、JICA ボリビア事務所及びボリビア農民先住民問題農牧省への訪問及び

協議を行うことは最後までできなかった。結局、最終日のミニッツ署名は、団長とガブリエル・

レネ・モレノ自治大学獣医学部長の２名だけでサインを行い、農民先住民問題農牧省大臣及びサ

ンタクルス県知事については、新組織が固まり次第、後日、国立家畜改良センター長から説明を

行い、了承を得ることとなった。調査団の一員になるはずの通訳も、ラパスで自宅待機となって

しまい、サンタクルスへ移動することが不可能となってしまったため、急遽、ボリビア農業試験

場（CETABOL）に長期専門家として派遣されている坂口功氏を通訳として同行してもらうことにし

た。 

このように、今回の調査ではスケジュールの変更等を余儀なくされ、当初は日程の消化すら危

ぶまれたものの、今回、調査の中心となったサンタクルスではデモの影響が少なく、実際、全調

査期間中においてホテル待機が半日だけであったことは幸いであった。しかしながら、このよう

な状況の中、最終的に必要な調査項目について情報を収集することができ、またマスタープラン

等についてミニッツを結ぶことができたのは、政権闘争や政治活動の影響を受けず、これまで日

本人専門家が移転した畜産技術を確実に継承し、発展させ、優秀な人材を育成することに主眼を

おいて行ってきたカウンパート諸氏の熱意と誠実な気持ちによるところは大きい。改めて、人づ

くりの大切さを実感し、これまでボリビアでご尽力された専門家の方々には頭が下がる思いがし

た。 

 

（参考） 

9 月 19 日以降、農民や各種市民・労働団体等が天然ガスの輸出反対やロサダ大統領（当時）

の辞任を訴え、ラパス県を中心に大規模な反政府運動及び建物への破壊活動が行われ、治安当

局と衝突する事態となり、死傷者約 500 名が発生した。特に、エル・アルト市における反政府

運動の影響で、首都ラパス市ではボリビア各地からの物資が供給できず、ガソリンや家庭用プ

ロパンガス及び生鮮食料品等が品切れとなり、エル・アルト国際空港は約一週間にわたり事実

上閉鎖、また、公共交通機関の停止によりラパス市の市民生活は完全にストップした。しかし

ながら、10 月 17 日にはロサダ大統領（当時）の辞任及びカルロス・メサ政権の発足を受け、都

市部における大規模デモや集会、農村部における道路封鎖は収束し、市民生活は落ち着きを取

り戻した（外務省海外安全情報より抜粋）。このため、10 月 13 日からラパスは渡航禁止となり、

ボリビア事務所も職員は自宅待機となった。10 月 17 日にはヤパカニ地域の農民代表実力者シ

マ・ビクトリア氏がサンタクルスにおいて、デモ行動を企てたことから、一時はサンタクルス

市内も騒然とし、10 月 18 日午後はボリビア事務所サンタクルス支所でも自宅待機となった。こ

のため、団長は 10 月 21 日以降に行う予定であったベニ地方の調査の中止を決断した。しかし

ながら、結果として前述のとおり 18 日以降はデモ等も収束した模様であったが、サンタクルス

にその状況が伝わってきたのは、ミニッツ署名予定である翌週の 20 日であった。 
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２－１ 協力の妥当性（評価 5 項目の観点） 
 今回の調査を通じて得た、本プロジェクトに対する評価は次のとおり。 

（１）妥当性 

ターゲットエリアであるヤパカニ地域は、内国移住者の中小畜産農家が定着している地域

のひとつである。高地に住居していた人々を、政策的にこの地に移住させたものの、このエ

リアにおける貧困対策はいまだに大きい問題である。また国家政策のひとつとして、中小畜

産農家における畜産業全体の開発・振興を進めているところである。このような中、本プロ

ジェクトでは、中小畜産農家に適した畜産技術を開発し、技術普及システムを構築すること

としている。したがって本件協力は国家政策及び社会的ニーズから妥当性は高い。なお、今

後、具体的にターゲットエリア・グループを選定していくこととなるが、直接的な対象は小

さく設定することとし、進捗過程の中で膨らましていき最終的には国内全土の中小畜産農家

に広がることが望ましい。また、ヤパカニ地域では既に「ボリビア小規模農家向け優良稲種

子普及計画」を実施しており、日本人が現地で活動することは特段の問題はないと思われる。 

（２）有効性 

 政権が交代しても国家政策等が継続・維持され、関係団体の協力による中小畜産農家の組

織化、中小畜産農家に適した畜産技術マニュアル作成、畜産技術普及を行う人材育成などが

確実に行われることにより、有効的な成果が得られると思われる。 

（３）効率性 

 国立家畜改良センターは、これまでに JICA プロジェクトにより、畜産技術を移転・開発し

た実績があり、現在でもその機能は十分なものであり、ボリビアの畜産農家のために活用し

ていることから、プロジェクト実施に当たり、国立家畜改良センターを利用することは効率

的であると思われる。 

（４）インパクト 

 政府の移住計画地域のひとつであるヤパカニ地域において、JICA が行ったプロジェクトに

より、中小畜産農家における経済的な効果が得られれば、周辺住民の普及も促進するととも

に、マスコミの注目度も高いことから、社会全体に与える直接的・間接的な影響は大きいと

思われる。 

（５）自立発展性 

ボリビアにおける貧困削減策のひとつとして、中小畜産農家対策は重要である。国立家畜

改良センターは、プロジェクトの活動、成果に係る包括的な畜産技術の重要性を認識してい

る。このため、自立発展性は高いと思われる。 

 

２－２ プロジェクトの実施体制 
これまで日本が技術協力し発展させてきた国立家畜改良センターをプロジェクトの中心に据

え、農民先住民問題農牧省及びサンタクルス県の農民開発・畜産振興分野の政策と連携を図りな

がら、具体的な活動はサンタクルス県ヤパカニ地区とする。 
 なお、国立家畜改良センター本部に運営委員会を設置することとし、例えば畜産関係団体に

よる技術支援組織を構築し、技術的な助言等により連携を図り、ヤパカニ地区では例えば農民

組織による技術委員会を構築し、普及員と連携を密に図ることとする。 
 
 



  - 7 -

２－３ 協力内容の確認 
 ボリビアにおける畜産業の発展は、全国民的に効果が波及することから、これまで畜産振興

に係る技術協力を継続してきたところである。このため、プロジェクトサイトである国立家畜

改良センターにおいては、ボリビアの環境に適した高能力牛の開発及び飼養管理技術等の一定

の成果が見込まれたところであり、さらに当初、農業大学の下部組織であった繁殖センターを、

国立機関として格上げし、名称を国立家畜改良センターとして試験・研究を行う機関から普及・

指導を行う機関として成長してきたところである。 
 今回調査したプロジェクトは、これまで日本が技術協力し発展させてきた国立家畜改良セン

ターをプロジェクトの中心とするが、これは国立家畜改良センターに移転した技術を基礎とし

て現場に対応した形に再構築し、中小農牧民に普及することとし、裨益対象は現地の中小農牧

民とする。 
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第３章 基本計画の概要 

 
３－１ 協力の方針及び内容 
 今回の調査では、先方との協議を通じて、今後の協力の概要をマスタープラン（案）として取

りまとめた（ミニッツ ANNEX I 参照）。その内容は以下のとおり。 

 

○プロジェクトの概要（マスタープラン（案）） 

  （０）スーパーゴール 

サンタクルス県北部の中小畜産農家の生産性が向上する 

（１）上位目標 

ヤパカニ地域における中小畜産農家のモデルグループの生産性が向上する 

（２）プロジェクト目標 

モデルグループを対象として、中小畜産農家への普及システムが開発される 

（３）成果 

１．中小畜産農家に適した技術が開発される 

２．普及員が育成され、適切な普及活動が行われる 

３．モデルグループに畜産技術が普及される 

（４）活動 

１．中小畜産農家に適した技術の開発 

  ・適用可能な技術の体系化 

  ・技術マニュアルの作成 

  ・適正技術の検証 

２．普及員の育成と適切な普及活動 

  ・普及員の選定 

  ・普及員への研修（理論と実践） 

  ・普及指導マニュアルの作成 

３．モデルグループへの畜産技術の普及 

  ・モデルグループ及びモデル農家の選定 

  ・モデル農家への普及活動の実施 

  ・モデルグループへの技術の普及（リーフレット等） 

（５）プロジェクト実施期間 

     ３年間 

 （６）対象地域 

  ヤパカニ地域 

（７）日本側投入（案） 

１．人材 

長期専門家、短期専門家、青年海外協力隊 

２．機材供与 

３．研修員の受入 

 

３－２ プロジェクト目標 
 今回設定したプロジェクト目標は、「モデルグループを対象として、中小畜産農家への普及シス

テムが開発される」である。 
 モデルグループとする数戸程度の畜産農家のかたまりと、その中核となるモデル農家をターゲ

ットとして、中小畜産農家への畜産技術の普及に不可欠な技術体系、マニュアルなどを作成・確

立していくこととしている。 
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 今回のプロジェクトでは、技術の開発は想定せず、現状の畜産技術を中小規模畜産農家の現状

や技術レベルに応じたものに作り変えて、それを伝える普及のシステム作りを目指そうとしてい

る。 
 
３－３ 協力対象地域 
 協力の対象地域としては、現時点では行政区域であるヤパカニ地域（市）とした。これは、プ

ロジェクトの対象地域を厳密に設定するには、今回の調査では、関連情報が不十分だったことに

よる。プロジェクトの目標では、モデルグループを中核としており、対象地域をヤパカニ地域全

域とするかどうかは、今後、モデルグループ外への活動をどう設定していくかによる。 
 
３－４ ミニッツの内容 
 今回のプロジェクトの実施主体として想定している国立家畜改良センターは、これまで運営上

の様々な問題を抱えながら、それを克服してきた経緯がある。今後、新たに普及活動の拠点とし

て適正な運営が図られるよう関係者の意識を再確認するために以下の３点を調査団として指摘し、

ミニッツに盛り込んだ。 

（１）プロジェクトの運営委員会（Steering Committee）は、関係機関の長など交代させてしま

う政治問題から独立して運営されるような組織とすべきである。 

（２）プロジェクトの上位目標を達成するために、予算、人材、機材等必要な投入を確保すべき

である。 

（３）国立家畜改良センターは、ボリビアの畜産業において、技術開発だけではなく、普及活動

にも重要な役割を果たすべきである。 

 

 プロジェクトの実施期間については、当初は３年を想定していたが、今回のワークショップ等

を通じた一連の調査の過程で、実施期間を５年とすべきという意見も出された。この点について

調査団とボリビア側で確認した事項をミニッツに記した。 

（１）中小畜産農家が有している畜産技術に関する知識やノウハウは、ボリビア側が事前に調査

していたレベルよりもさらに低いものであったこと。 

（２）モデルグループとモデル農家は、ヤパカニ全域に分布することになること。 

（３）以上から、ボリビア側は、モデルグループへの集中的な研修を通じて、中小畜産農家に対

する普及システムの開発を３年で行うとしていたものの、５年間が適当だとして要望して

きた。 

 

今回のプロジェクトの目標は、普及システムの開発であるが、上位目標である畜産業の生産性

の向上のためには、流通分野への取り組みも不可欠である。この点を以下のようにミニッツに記

載した。 

（１）ボリビア政府は、中小畜産農家の生産を改善すべきであるが、同時に、中小畜産農家の生

産物に対する流通システムの確立も考慮するべきである。 
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第４章 協力分野の現状と実施体制 

 
４－１ 畜産の概況 
 ボリビアにおける家畜・畜産物は非常に多岐にわたっている。家畜の飼養頭数（1999 年）

は肉用牛が 6,226 千頭（乳用牛は未確認）、羊は 8,574 千頭、豚は 2,714 千頭、肉用鶏 4,864

千羽、採卵鶏 3,069 千羽である。その他、ヤギ、ラマ、アルパカ、ビクーニャ、水牛などが

飼養されている。 

飼養牛の 70％が東部平原地帯（ベニ地方が国土面積の 40％を占める）に、20％が一部の高

地や渓谷地帯に飼養されている。1988 年には 20 万トンの牛肉が生産され、48 千頭の牛がブ

ラジルに出荷されたほか、加工食肉製品もチリやペルーに出荷された。国内の 2 大生産地は

ベニとサンタクルスであり、ここで市場価格も決定される。 

乳用牛の頭数は確認されていないが、牛乳の消費量も世界一少ないと思われる。ほとんど

の牛乳は粉ミルクを溶かしたもので、その年間消費量は約 130 千トンであり、80 千トンは国

内生産、23 千トンは輸入、残りは密輸でまかなわれているといわれている。酪農家はコチャ

バンバやサンタクルスに集中しており、政府は乳製品の生産を強く進めているが、栄養価の

面などの問題が残る。 

 

４－２ 国家開発計画との整合性 
（１）「ボリビア貧困削減戦略」（EBRP；ボリビア版 PRSP） 

  2001 年 6 月に策定された「ボリビア貧困削減戦略」（EBRP；ボリビア版 PRSP）、は、2015

年までの長期にわたる貧困削減目標を意識した戦略書であり、内容については、「国民対話

法 2000」により、3年ごとに改訂を行うこととしている。 

  EBRP は 4 つの戦略（①機会、②能力、③社会保護、④社会参加）などを中心に 42 の具体

的な施策を定めており、これらのほとんどは、国家補償政策が定める直接的な貧困ターゲ

ット策である。2001 年から 2006 年の 6年間にわたり公共投資計画全体の 97％が EBRP 優先

事業に充当される見込みである。 

 

（２）「プラン・ボリビア」 

  サンチェス旧政権は、経済危機打開のために発足後まもなく、短期の緊急政策（雇用創

出を持っての公共事業）と中長期の経済活性化策（農業・工業分野を中心とした生産性向

上、競争力強化）を盛り込んだ「プラン・ボリビア」を打ち出した。具体的には、①公共

投資を通じた道路、基礎サービス・インフラ、家庭用ガス、灌漑、農村電化の整備、②民

間企業活動や投資の促進、③エコツーリズムや環境保全活動促進、④天然ガス・炭化水素

分野における産業化政策の策定、⑤農業生産性向上とアグロ・インダストリーの強化、⑥

教育・保健、⑦社会住宅整備、⑧汚職防止などを軸としている。 

 

（３）「農業生産性革新戦略」 

  プラン・ボリビアの中で、農業分野においては、生産性・競争性を中心とした中期政策

の中に農業生産性革新戦略（ETPA）が盛り込まれたところである。このようなコンセプト

のもと、国家生産性・競争性システム（SBPC）では輸出を前提とした優先 14 分野（ラクダ
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科家畜、木材、小麦、バナナ、パルミット、養鶏、肉牛、ブラジルナッツ、ブドウ・ぶど

う酒・シンガニ、大豆、キヌア、エコツーリズム、皮革・加工品、繊維（綿））を選定した。

さらに 2002 年から 2017 年にかけた雇用創出予測（単位：千人）を発表（2003 年）し、木

材産業は 42→244、観光産業は 60→360、小麦産業は 94→115、肉牛 142→160 となっている。

また、農民先住民問題農牧省は別途 7 分野（トウモロコシ、酪農、ニンニク、そら豆、果

樹、サトウキビ、米）を選定しており、この分野は必ずしも輸出を前提としたものばかり

ではなく、国内消費を含めた農業分野における重要品目である。なお、農産物の生産チェ

ーンの調査とそれに続く技術開発普及はボリビア農牧技術システム（SIBTA）が、動植物検

疫は国家農牧衛生システム（SENASAG）が担当することとし、これらのシステムの組織制度

強化も農産物輸出強化には不可欠と考えられる。 

  なお、農業生産性革新戦略の柱としては、①技術躍進（研究普及、農牧普及の地方分権

化、技術の蓄積分配、動植物衛生）、②人間開発への投資（自然科学に焦点を当てた農村初

等教育、技能形成を導入した中等教育、農業の中高等教育、農村女性の教育へのアクセス

改善制度）、③自然資源の持続可能な管理（土地管理の国家システム、流域統合プログラム）、

④道路と灌漑への投資（輸出回廊、国家灌漑プログラム）が掲げられている。 

 
４－３ 関連機関 
（１）サンタクルス県 

 県の関係組織としては、サンタクルス牧畜協会（FEGASACRUZ）、サンタクルス酪農協会

（FEDEPLE）、サンタクルス乳牛登録協会（ASOCRALE）、サンタクルスセブー牛協会（ASOCEBU）、

サンタクルス熱帯農業研究センター（CIAT）、サンタクルス地域開発計画（PDA）があり、関

係業界等を取りまとめている。 

 

（２）ヤパカニ地域 

ヤパカニ地域の畜産関係組織としては、ヤパカニ牧畜協会（AGAYAP）、ヤパカニ牛乳生産者

協会（ASOPLE）、農民農牧振興センター（CEPAC）、ヤパカニ移住農民連合（FSCPAPIY）、ヤパ

カニ市役所（HAMY）があり、関係業界及び農牧民等を取りまとめている。 
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第５章 畜産振興分野 

 
５－１ 現状と問題点・課題 
５－１－１ 畜産技術の成熟度 

  ボリビアでは、1987～1994 年「家畜繁殖改善計画」、1996～2003 年「肉用牛改善計画」の２

つのプロジェクトが行われ、両プロジェクトサイトの人工授精センター及び肉用牛改良センタ

ーが持続運営されていたが、2001 年には自立発展させるため両センターを組織的に統合し「国

立家畜改良センター」が設立され、①肉用種雄牛の検定・選抜、②凍結精液の生産・配布、③

人工授精技術研修会の開催、④酪農技術の開発・実証、⑤集約放牧技術の実証等、過去のプロ

ジェクトを通じて醸成された技術が定着・維持されている。 

また、一部技術は中小規模農家向けに改善を要するものもあるが、（当該農家へ普及する技術

の骨格を検討するなど、普及機関としての）その能力も保有している機関である。 

  

５－１－２ 対象地域の現状 

（１）ヤパカニ地域の畜産事情 

   サンタクルス県のうち酪農の盛んな6郡の畜産情勢は1999年に熱帯農業研究センターがア

ンケートを通じてまとめたデータがあるが、ヤパカニ地域を含むイチロ郡全体の数値として

集計されており、ヤパカニ地域として集計数値はない。 

   そのため、前プロジェクト「ボリビア国肉用牛改善計画」フォローアップ期間中の 2003 年

に派遣専門家らが行った畜産農家アンケートの結果・分析に基づく「ヤパカニ地域の畜産事

情」の概況は次のとおり。回答農家数は 134 戸。 

 

【協会加盟状況】 

20%

10%

7%
63%

乳牛協会

肉牛協会

両協会

未加盟

 
 

【主な収入】上位 2位を占める収入の内訳 

  牛乳 牛肉 農業 果樹 その他 不明 

戸数 117 戸 108 戸 22 戸 13 戸 2 戸 6 戸 

 % 87 % 81 % 16 % 10 % 1 % 4 % 
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 【土地利用区分】 

草地 緑刈飼料 作物栽培 その他 

27 ha 3 ha 4 ha 11 ha 

60 % 7 % 9 % 24 % 

 

   【補助飼料給与】 

  配合飼料給与 岩塩給与 農業副産物給与 

戸数 55 戸 70 戸 56 戸 

% 41 % 52 % 42 % 

 

 【畜産の形態】 

  乳肉兼業 酪農専業 肉牛専業 合計 

戸数 117 戸 1 戸 16 戸 134 戸 

% 87 % 1 % 12 % 100 % 

 

 【乳肉兼業農家及び酪農専業農家の搾乳状況】 

    戸 数     ％ 

実数 １１８戸   １００％ 

 内１回搾乳   １０９戸   ９２％ 

 内２回搾乳 ９戸 ８％ 

  

 

 【農業外収入】 有: 48%、無: 52% 

 

 【畜産関連講習会出席頻度】 

  頻繁 時々 極まれ 無し 合計 

戸数 37 戸 34 戸 9 戸 40 戸 133 戸 

% 28 % 26 % 7 % 30 % 100 % 

 

 【平均成牛飼養頭数】        成雄牛: 0.8 頭、  成雌牛: 13 頭 

 【搾乳牛比率】             搾乳: 49％、    乾乳: 51％ 

 【出産・繁殖等記録の有無】  有: 27％、     無: 73％ 

 【人工授精実施状況】      有: 4％、      無: 96％ 

（無のうち、将来希望する: 65％、しない: 35％） 

 

 【技術指導の状況】 

  外部技術者 ローカル技術者 農家の自助努力 合計 

戸数 26 戸 21 戸 86 戸 133 戸 

％ 20 % 16 % 65 % 100 % 

（参考資料：付属資料９  冨永秀雄「ヤパカニ地域の畜産事情」） 
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（２）中小規模畜産農家の実態調査 

   本プロジェクトのターゲットエリアに予定しているサンタクルス県イチロ郡ヤパカニ地域

の中小規模農家４戸を事前評価調査時に調査した（本書冒頭写真参照）。 

 

【調査農家概況】 

項目 Ａ農家 Ｂ農家 Ｃ農家 Ｄ農家 

立地条件 

経営主 

草地面積 

飼養頭数 

乳量／頭 

組織加盟 

牛乳販売 

品種構成 

 

供用雄 

 

飼養管理方法等 

畜産技術・改良情

報等入手方法 

幹線道路隣接 

２９歳 

３０ha 

２５頭 

８～１０㍑ 

有 

協会出荷 

西洋種とｾﾌﾞ-

の交雑 

交雑明確な♂ 

 

薬品独自入手 

参考書・協会等 

幹線道路 5km 

５０歳代 

２０ha 

３４頭 

５～６㍑ 

有 

協会出荷 

西洋種とｾﾌﾞ- 

の交雑 

交雑明確な♂ 

及び西洋種♂AI 

授乳直後の分離 

協会等 

幹線道路 5km 

４０歳代 

３０ha 

３０頭 

聞き取り無し 

有(協会会長) 

協会出荷 

西洋種とｾﾌﾞ- 

の交雑 

交雑明確な♂ 

及び西洋種♂AI 

乾季飼料対策有 

協会等 

幹線道路 2km 

４０歳前後 

４２ha 

３５頭 

２㍑程度 

無 

街へ販売 

モザイク交雑(品

種構成不明) 

自家産♂(交雑不

明) 

粗放的 

皆無 

 

 ボリビアの中小規模畜産農家は日本の「酪農経営」、「肉用牛経営」のような明確な区分はなく、

「牛飼養農家」として位置づけられている。具体的には兼用種的な牛を飼養して牛乳を販売しつ

つ生産子牛を屠殺適齢まで放牧(基本的に畜舎は保有してない)飼養する形態のいわば「乳肉一貫

経営」である。また、畜産以外に畑作等も行うなど複合経営であり、その労力は家族のみの零細

規模である。 

 3 本の乳頭を搾乳し１本を子牛に授乳させると全農家が答えたが１頭当たりの乳量は少なく、

交配雄品種（交雑程度）の計画性は希薄に感じられた。 

 協会加盟の有無等、情報入手機会の多少により、飼養管理の対応工夫に差が見られる。 

 

５－１－３ 問題点と課題 

 ヤパカニ地域の実態調査やアンケート調査及びボリビア関係者の聴取を通じて次の実態が判明

した。 

・ 平均 45ha、成雌 13 頭・総計 30 頭程度の乳肉兼業の経営で、うち半数が農業外にも収入を求

めるなど零細規模であり、面積に対する飼養頭数が少ない。 

・ 大部分１回搾乳で乾乳牛比率が高く、少乳量である。 

・ 耐病性や飼養環境等から高乳量純粋品種の飼養は困難。 

・ 改良意識が希薄な農家が多く、自家産無計画交雑雄が供用されている。 

・ 乾季の飼養対策や子牛飼養工夫を取り入れた農家は少なく、粗放的管理が多い。 



  - 15 -

・ 協会加盟有無、講習会出席、技術指導状況から技術情報が不足。 

これらは、次の事項に起因しているものと推察される。 

ア 生産性・繁殖性等の個体情報の把握ができてない 

  個体識別が皆無で、生年月日や交雑構成（父母の品種）の記録もされてなく、また、正確な

分娩日や個体毎の乳量が把握できてないため、①低能力牛や繁殖障害牛の的確な淘汰が困難、

②生産牛の販売時期が不適切、③耐病性と生産性に調和した交配による更新牛生産への障害、

④繁殖性改善効果の減少、⑤しいては生産性向上意欲が希薄になっている。 

イ 適切な草地管理・栄養管理ができてない 

大部分自然草の放牧地は輪換放牧することなく放牧草のみで飼養しており、貯蔵飼料はなく

濃厚飼料等の補助飼料も無給与のため季節的な草量の過不足が発生し、①乾季の草量・栄養

不足に伴う乳量低下及び子牛の発育遅延の発生、②乾季放牧草量による限界飼養頭数（放牧

地を有効活用した増頭ができない）、③季節的生産量が変動し所得が安定しない要因になって

いる。 

ウ 子牛の授乳管理が適切でなく、計画的な交配（交雑構成）がされてない 

  子牛は搾乳後に乳頭 1本分の母乳を与えられているが、他は放牧草のみで補助飼料は無給与

であり、母牛と子牛は授乳後分離飼養されているが、そのエリア区分柵は有刺鉄線のため盗

乳の発生も推察されることから、①栄養不足による子牛発育不良、②子牛に疾病が発生する

とともに、③搾乳量の低下をきたしている。 

  さらに、無計画な交雑等により泌乳能力の低い飼養群に更新されている可能性が高い。 

エ 有益情報・知識の入手機会が少ない 

  ボリビアでは畜産関係機関の広報活動状況、公的普及組織の無存在、一般報道機器の普及率、

農家の経済性、経営主の教育レベル、等の社会的背景から中小畜産農家は有益情報や知識を

入手する機会が少なく、特に協会等団体未加入農家は皆無である。 

  そのため、①生産性向上知識が少なく対策が講じられない、②入手できた情報も体系情報で

なく個別情報のため採り入れ難い、③一部農家は教育レベルから情報伝達方法が限られる。 

 

５－２ 解決方法 
ア 個体情報の現状把握 

①公的機関等関係機関によるベースライン調査 

②各種個体情報記録は農家自身による記帳の重要性を指導し、習慣性を付けさせる。 

③具体的に必要な情報項目や記帳様式を示すことも重要  

イ 適切な草地管理・栄養管理 

①牧区の細分化と輪換放牧技術、各季節に対応可能な多種適切な草種の導入、等による放牧

草の確保・維持 

②ＡＳＰ（立毛備蓄）的方式、サイレージ生産・貯蔵技術、乾草生産技術、等の導入指導 

③補助飼料として利用可能な未利用・遊休原料の検索と利用技術の確立 

④発育ステージ別・体重別必要養分量等の飼養標準的マニュアルの作成と農家への周知 

ウ 子牛の授乳管理、計画的交配（計画交雑） 

①脱柵不可能な親子分離柵の設置と授乳時間（親子同居）の適正化 

②子牛専用草地の整備による子牛の栄養管理 

③疾病予防衛生プログラムの作成・提示 
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④生産性と耐病性を考慮した西洋種系牛とセブー種系牛の計画交配方法指導（マネージメン

ト）あるいは適正雄の貸付・配置 

エ 有益情報・知識の付与・普及 

  ①社会的背景を考慮すると普及員等による農家庭先での現地指導が必要 

②モデル農家での実証・展示が費用対効果で効率的 

③モデル農家での実証とグループ内への展示が、その生産性向上等が目に見える形、あるい

は口コミによるため周知・波及効果が大である。 

上記、解決方法を核となりうるモデル農家において適切に組み合わせ実証することにより、地

域全体の技術等が向上し、所得増加につながるものと思われる。 

 

５－３ 

 その他 

  次期プロジェクトの中核機関に予定されている「国立家畜改良センター」もモデルグループ・

モデル農家を組織し、普及員による普及活動を行う考えである。 

  具体的な普及技術を聞き取りしたところ、 

・個体識別（個体表示） 

・群管理、個体情報管理（記録） 

・衛生プログラム 

・生産性・繁殖性の記録 

・草種選定、貯蔵飼料 

・放牧牧区の分割 

・改良雄の供用計画・管理 

・総合的な飼養管理 

 を考えているが、ボリビアでは公的普及機関が存在しないこと等から、実際の普及に当たって

のノウハウを持たないため、日本の支援に期待している。 
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第６章 PCM ワークショップ 

 
６－１ 背景 

2002 年 5 月、ヤパカニ CIAT 支所において、ヤパカニ地域における畜産の状況に関する問題分

析及び目的分析を協議するワークショップが JICA ボリビア肉用牛改善計画フォローアップ専門

家によって開催されている。そこで協議された問題系図及び目的系図は付属資料 12 及び 13 のと

おり。 

 

６－２ 目的 

ワークショップ実施の目的は、「国立家畜改良センター普及強化計画」プロジェクト（案）策定

に当たり、プロジェクト対象者であるサンタクルス県、特にモデル地域候補であるヤパカニ地域

における中小規模畜産農家の開発ニーズを把握し、プロジェクトの妥当性を検討することであっ

た。 

 

６－３ 方法 

既に詳細な問題分析及び目的分析が JICA フォローアップ専門家によって実施されていること

及び調査の時間的制約から、本ワークショップではその成果を活用し、現況の確認及び新規・補

足情報を得ることとした。本ワークショップは、2 回に分けて実施された。第 1 回ワークショッ

プは、2003 年 10 月 17 日にヤパカニ CIAT 支所において開催された。同参加者は、モデル対象地

域候補であるヤパカニ地域における農牧業関連団体、中小規模畜産農家、CNMGB 及び JICA 事前評

価調査団であり、広く参加者の意見を聴取することとした。第 2 回ワークショップは、翌 10 月

18 日に CNMGB において開催された。ここでは、CNMGB 及び JICA 事前評価調査団によって、第 1回

ワークショップの結果を踏まえて、より具体的なプロジェクト実施体制（案）が協議された。 

 

６－４ 結果概要 

（１）問題の所在 

第 1 回及び第 2 回ワークショップを通じて、モデル対象地域候補であるヤパカニ地域の参

加者並びにプロジェクト関係者の間で意見交換がなされた。時間的制約から、参加者間の意

見を十分に集約するまでには至らなかったが、出された意見はおおむね上述の JICA フォロー

アップ専門家によって実施されたワークショップにおける問題分析の内容と重複するもので

あった。 

参加者間での協議の結果、本プロジェクトの中心問題は、「中小規模畜産農家の生産性が低

い」とされ、参加者間で共有された。 

同様に、上記の中心問題の直接原因が協議された結果、ヤパカニ地域の中小規模畜産農家

が抱えている直接原因候補としては、主に以下の 4 点に取りまとめられ、参加者間でコンセ

ンサスが得られた。 

・ 飼料対策が不適切である。 

・ 家畜の衛生管理が不十分である。 

・ 飼養環境が整備されていない。 

・ 家畜の改良に関する環境が整備されていない。 
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また、特筆すべき点として、特に本プロジェクトの末端受益者である第 1 回ワークショッ

プ参加者から上記直接原因候補に対する一般的な概念として以下の意見が繰り返し聞かれた

ので付記する。 

・ 中小規模畜産農家は、畜産技術の知識が不足している。 

・ 中小規模畜産農家は、畜産技術を学ぶ機会が少ない。 

 

（２）畜産関連団体及び普及員 

事前の情報では、モデル対象地域候補であるヤパカニ地域には、乳牛･肉牛を対象とした畜

産関連団体が 3 団体存在すると想定されていた。しかしながら、本ワークショップを通じて

知り得たことは、同地域には乳牛･肉牛のみを対象とした畜産関連団体は 3団体であるものの、

それらの団体以外にも 5つの畜産プロジェクトに関連する団体が存在することが分かった。 

さらに、ヤパカニ地域の畜産プロジェクト関連団体には、本プロジェクトの普及員として

活動できる適任者は存在しないものと想定されていたが、本ワークショップを通じて各関連

団体には 1 名ないし 2 名の畜産関連の普及員あるいは指導員が存在することが分かった。た

だし、上述の問題の所在でも明らかなとおり、これまでの普及では中小規模畜産農家まで技

術が普及している体制にはなっていないという認識も参加者間で共有した。以上の認識を踏

まえて、プロジェクト活動に当たっては、新たに普及員を雇用するのではなく、既に存在す

る畜産プロジェクト関連団体の普及員あるいは指導員に畜産技術を移転し、その普及員ある

いは指導員を通じてモデル農家及びモデル農民グループに畜産技術の普及を図るという普及

システムもひとつの選択肢であるということが確認された。 

 

（３）実施体制 

      これまでの 10 年以上にわたる JICA プロジェクトの技術移転の蓄積から、すでに CNMGB は

相当な畜産開発技術及びその技術者達を有しており、これまで取り組んでこなかった中小規

模畜産農家向けの普及技術開発も本プロジェクト期間中にCNMGBとJICA専門家の技術協力に

よって十分に可能であると参加者間で認識された。したがって、本プロジェクトでは、ヤパ

カニ地域をモデル対象地域として、CNMGB に蓄積されている畜産技術を活用し、中小規模畜

産農家に適正な技術を普及するシステムを確立されることが重要であるということが確認さ

れた。 

 

６－５ 留意点 

PDM の作成等、本プロジェクトの形成及び実施に向けて、下記 4 点が今後の留意点として挙げ

られる。 

・ JICA ボリビア肉用牛改善計画フォローアップ専門家によって実施されたワークショップにお

ける問題分析及び目的分析の精緻化（PDM の活動計画策定に活用） 

・ モデル対象地域候補であるヤパカニ地域の本プロジェクトに協力可能な畜産プロジェクト関

連団体の確認を踏まえた関係者分析の精緻化（PDM 作成及び実施体制策定に活用） 

・ 関係者分析、問題分析及び目的分析を踏まえたプロジェクト内容の選択及び実施体制の決定

（PDM 作成に活用） 

・ モデル対象地域候補であるヤパカニ地域の中小規模畜産農家に関するベースライン調査の実

施（PDM の指標や外部条件等の設定に関する資料収集） 



  - 19 -

 

第７章 協力実施に当たっての留意事項 

 

 今回の事前評価調査では、ボリビアにおいて日本がこれまで実施してきた畜産関係プロジェ

クトの成果が随所に確認された。このため、これまでの技術移転を応用し、その成果をもとに

新たなプロジェクトを実施することは、中小畜産農家をはじめとした社会全体に与える影響は

非常に大きいと思われた。しかしながら、ボリビア国内の内政安定がなかなか見込まれないこ

とから、プロジェクトを計画どおり進めるためには、関係者の努力等が欠かせない。 

 今回のような政権交代が行われても、国としての政策方針がしっかり引き継がれ、プロジェ

クトとして最後まで実施する基盤を整備することが重要である。そのためにも、国立家畜改良

センターは、普及活動の中心的役割を担い、畜産に関する技術開発及び普及支援の恒久的組織

として、国、県に位置づけられる必要がある。 

 ターゲットエリアはヤパカニ地域を想定しているが、このエリアの中小規模農家の技術レベ

ルは予想以上に低く、かつ広域に散在していることが今回の調査で判明したことから、プロジ

ェクト目標を達成するために実施期間は５年間を要するとの要望があった。このことについて

は、今後、更なる調査を実施することにより PDM 等を整理する過程で、適切な期間を考えるこ

とが重要である。 

 今回は、調査団はガブリエル・レネ・モレノ自治大学長と２種類のミニッツ（①事前評価調

査ミニッツ、②新農牧大臣及び県知事に説明する責任を有するミニッツ）を交したが、新大臣

及び県知事に対しては今回のミニッツ内容を説明し、了解を得たのち、その旨のレターを現地

事務所を通じて、本部に回答すること、また、今後、PDM 等の作成に当たり、必要な情報をさら

に収集することが望まれる。 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

付 属 資 料 

 

 

１．ミニッツ（英文） 

２．ミニッツ（西文） 

３．実施体制図（ミニッツ付属資料の和訳） 

４．農牧省と県への署名取り付けの覚書（西文のみ） 

５．農牧省のミニッツに対する同意書（西文） 

６．農牧省のミニッツに対する同意書（仮和訳） 

７．県のミニッツに対する同意書（西文） 

８．県のミニッツに対する同意書（仮和訳） 

９．肉用牛改善計画 F/U 冨永秀雄専門家『ボリビア国における日本の 

家畜改良分野の技術協力』より「ヤパカニ地域の畜産事情」 

１０．ヤパカニ地域の概況（西文） 

１１．ヤパカニ地域の概況（仮和訳） 

１２．ヤパカニ地域の家畜生産性向上アプローチの問題系図 

１３．ヤパカニ地域の家畜生産性向上アプローチの目的系図 

 

 

 

 
 
 
 
 
 























































３．実施体制図（ミニッツ付属資料の和訳）

ANNEX II プロジェクト組織図

注：技術支援組織のメンバーは、R/Dの署名時までに決定される。

技術支援組織

モデルグループ

農民組織
*CEPAC *PDA *HAMY
*AGAYAP *ASOPLE
*FSCPAPIY *CIAT

普及員

農民先住民問題農牧省

農民

JICA専門家

JCC（合同調整委員会）

SC（運営委員会）

JICA事務所

日本大使館
(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

家畜改良センター

FEGAZACRUZ

レネ・モレノ大学

技術支援

普及活動

連携技術移転

サンタクルス県

農民

組織化

Project Director

Project Manager

農民
モデル
農家

技術委員会

FEDEPLE

ASOCRALE

ASOCEBU

CIAT CETABOL

UAGRM
(DUE,DUI,FCA
,FVZ)
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事前評価調査団（第二次）報告書 
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第１章 事前評価調査団（追加調査）の派遣 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 ボリビアは、中南米で最も貧しい国のひとつとされており、中でも総人口の 45％が居住してい

る農村地域では、そのうち 94％が貧困状態にあるといわれている。 

 ボリビア政府は、主要産業のひとつである農牧業の生産性及び競争力の強化が貧困農民の所得

向上に寄与するものとして、持続的な農業技術の開発及び普及システムの確立に力を注いでいる。

中でも、｢肉牛｣、｢酪農｣を含む 21 の優良品目を重点品目として挙げて、生産チェーン(生産から

流通、消費)の強化を図ることとしている。 

 我が国は、これまでに「家畜繁殖改善計画（1987～1994 年）」、「肉用牛改善計画（1996～2003

年）」の技術協力プロジェクトを実施し、多面的な畜産技術（飼養、繁殖、育種改良、家畜衛生等）

についての技術移転がなされた。現在では、国立家畜改良センター（各プロジェクトのカウンタ

ーパート機関であった人工授精センター及び肉用牛改良センターの統合により、2003 年 6 月に発

足）がこれまでの成果を生かしながら、自立発展的に畜産振興を図っている。しかし一方で、ボ

リビアには公的な普及制度が確立していないため、中小畜産農家に適した畜産技術・知識の普及

が行なわれていない。 

 このような背景から、国立家畜改良センターが中心となって、これまでに蓄積された畜産技術

を、中小畜産農家に適応可能な技術として改良し、その技術を普及させるための普及モデルの構

築を目的とした本件プロジェクトの要請がなされた。 

 これに対して JICA は、2003 年 10 月、事前評価調査を実施し、対象地域の踏査及び先方との協

議を通じてプロジェクトの原案を作成、ミニッツの署名を行った。しかし、この調査の中で、対

象地域における農民の実態（技術、生活レベル、営農形態）、社会条件（関連組織、流通）、地理

条件等が多様であることが判明し、本プロジェクト目的としている「普及モデルの策定」のため

の計画策定には、現地調査を継続して行う必要性が指摘された。 

 一方、実施機関である国立家畜改良センターでは、事前評価調査後、独自に追加調査を実施し、

プロジェクト原案に修正を加えて提出してきたものの、対象や活動の絞込みが十分でなく、PDM

の精緻化には至っていない状況にある。 

 今般の事前評価調査は、前回の現地調査の結果を踏まえ、より詳細な情報の収集と分析を行う

とともに、プロジェクトの基本計画（対象分野、期間、対象農家等）、PDM・PO を策定するもので

ある。 

 

 

１－２ 調査団の構成 

担当分野 氏名 所属 

畜産普及 小林 進介 社団法人畜産技術協会 登録専門家 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ計画 近藤 剛史 JICA 農村開発部 第一グループ 水田地帯第二チーム 
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１－３ 調査日程 

 調査期間：2004 年 2 月 29 日～4月 28 日 

（プロジェクト計画団員は 2004 年 4 月 10 日～4月 28 日） 

 月日 日程 宿泊地 

1 2/29 (日) 
18:45 
17:05 

 
成田発 (JL 048) 
ニューヨーク着 (19:00 発) 

機内泊 

2 3/1 (月) 
6:35 
11:45 

 

 
サンパウロ着 (9:35 発 :RG 8880) 
サンタクルス着 
DISAPA 表敬 
JICA サンタクルス支所打合せ 

サンタクルス

3 3/2 (火) 
 
国立家畜改良センター（本部）表敬・視察 
ガブリエル・レネ・モレノ自治大学表敬 

 

4 3/3 (水) 国立家畜改良センター（実証展示ほ場モンテロ）視察 
ヤパカニ関係機関訪問 
（牛乳生産者協会、ヤパカニ牧畜協会、ヤパカニ市役所、ヤパ
カニ農牧短大、サンタクルス地域開発計画、DISAPA ヤパカニ事
務所） 

 

5 3/4 (木) ヤパカニ地域農場視察 
ヤパカニ牧畜協会屠畜場訪問 
ヤパカニ地域 NGO 訪問 

 

6 3/5 (金) サンタクルス関係機関訪問 
（サンタクルス牧畜協会、セブー牛協会、サンタクルス酪農協
会、乳牛登録協会） 
ガブリエル・レネ・モレノ大学獣医学部表敬 
国立家畜改良センター（本部）協議 

 

7 3/6 (土) 資料整理  
8 3/7 (日) 資料整理  
9 3/8 (月) JICA ボリビア事務所訪問 

農牧省表敬 
 

10 3/9 (火) 国立家畜改良センター（本部）協議、PDM 検討  
11 3/10 (水) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
12 3/11 (木) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
13 3/12 (金) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
14 3/13 (土) データ取りまとめ  
15 3/14 (日) データ取りまとめ  
16 3/15 (月) LIDIVET 訪問・意見交換、国立家畜改良センター（本部）協議、

資料整理・解析 
 

17 3/16 (火) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
18 3/17 (水) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
19 3/18 (木) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
20 3/19 (金) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
21 3/20 (土) データ取りまとめ  
22 3/21 (日) データ取りまとめ  
23 3/22 (月) 国立家畜改良センター（本部）協議、ヤパカニ畜産農家ワーク

ショップ準備 
 

24 3/23 (火) ヤパカニ畜産農家ワークショップ  
25 3/24 (水) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
26 3/25 (木) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
27 3/26 (金) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
28 3/27 (土) データ取りまとめ  
29 3/28 (日) データ取りまとめ  
30 3/29 (月) 国立家畜改良センター（本部）協議、PDM,PO 検討  
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31 3/30 (火) 国立家畜改良センター（トドス・サントス）視察  
32 3/31 (水) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
33 4/1 (木) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
34 4/2 (金) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
35 4/3 (土) データ取りまとめ  
36 4/4 (日) データ取りまとめ  
37 4/5 (月) 国立家畜改良センター（本部）協議、PDM,PO 検討  
38 4/6 (火) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
39 4/7 (水) 国立家畜改良センター（本部）協議、資料整理・解析  
40 4/8 (木) CNMGB ベニ表敬、意見交換 トリニダ 
41 4/9 (金) CNMGB ベニ意見交換  
42 4/10 (土) データ取りまとめ  
43 4/11 (日) データ取りまとめ  
   プロジェクト計画団員 
   4/10 (土) 

12:00 
11:30 

 
成田発 (JL 006) 
ニューヨーク着 (19:05 発 :RG 
8865) 

  

   4/11 (日) 
5:35 
11:45 

 
サンパウロ着 (9:35 発 :RG 8880)
サンタクルス着 
団内打合せ 

  

       
44 4/12 (月) 

 
JICA サンタクルス支所訪問 
関係機関表敬（FEGASACRUZ、UAGRM 獣医学部長、LIDIVET、DISAPA、
CIAT）  

45 4/13 (火) ヤパカニ関係機関表敬（ヤパカニ農牧短大、ASOPLE、AGAYAP、
ヤパカニ市役所、FEDERACION、PDA、CEPY、World Concerni） 
DISAPA ヤパカニ事務所訪問 

ブエナビスタ

46 4/14 (水) ヤパカニ農家視察 
CETABOL 表敬 

サンタクルス

47 4/15 (木) PDM・PO 案取りまとめ  
48 4/16 (金) CNMGB センター協議 

CNMGB 理事会・プロジェクト概要説明 
 

49 4/17 (土) ヤパカニ農家データ取りまとめ、ミニッツ案作成  
50 4/18 (日) ミニッツ案作成／資料整理  
51 4/19 (月) ワークショップ準備  
52 4/20 (火) ワークショップ準備・実施  
53 4/21 (水) ワークショップ結果取りまとめ 

関係者との協議／ミニッツ案作成 
 

54 4/22 (木) ミニッツ案作成（ストのためホテル待機）  
55 4/23 (金) ミニッツ案協議・締結  
56 4/24 (土) 資料整理／団内打合せ  
57 4/25 (日) 

12:20 
13:20 

 
サンタクルス発 (LB 926) 
ラパス着 

ラパス 

58 4/26 (月) 
 
 
 

14:30 
20:05 

 
JICA ボリビア事務所報告 
農牧省表敬 
在ボリビア日本大使館表敬・報告 
ラパス発 (RG 8881) 
サンパウロ着 (23:55 発 :JL 047) 

機内泊 

59 4/27 (火) 
8:15 

 
ニューヨーク着 (10:10 発) 

 

60 4/28 (水) 
13:00 

 
成田着 
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１－４ 主要面談者 

＜ボリビア側＞ 

(1) 国立家畜改良センター（CNMGB） 

Daniel O. Calderon Bustos 所長 

Manuel Jesus Angulo 顧問 

Moisés Salinas Olmos 技術部長 

Juan C. Rivero S. 普及・技術移転課長 

(2) ガブリエル・レネ・モレノ自治大学（UAGRM） 

Julio A. Salek Mery 学長 

Gerardo Mendez Prado 獣医学部長 

(3) サンタクルス県 

Carlos Hugo Molina S. 県知事 

Luis Benjamin Bowles Casal 広報部長 

(4) ヤパカニ地域関係機関  

1) UAGRM ヤパカニ農牧短大             学部長 

2) ヤパカニ市役所（HAMY）  

 

＜日本側＞ 

(1) 在ボリビア日本大使館 

白川 光徳 特命全権大使 

桃井 拓真 二等書記官 

(2) JICA ボリビア事務所 

永井 和夫 所長 

山口 尚孝 所員 

(3) ボリビア小規模農家向け優良稲種子普及計画（DISAPA） 

利光 浩三 チーフアドバイザー 

竹内 定義 普及 

石原 正敏 稲品種選抜 

大杉 恭男 業務調整／ベースラインサーベイ 
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第２章 調査の要約 

 

本事前調査団は、2004 年 2 月 29 日から 4 月 28 日までの日程でボリビアを訪問し、「ボリビア

国立家畜改良センター普及強化計画（仮称）」について、2003 年 10 月に実施された第一回事前評

価調査で十分に調査できなかった事項の追加調査を行うとともに、ボリビア側と協議の上、プロ

ジェクトの基本計画及び PDM・PO を策定することを目的に派遣された。国立家畜改良センターを

はじめ、ボリビア側関係者との協議及び現地調査の結果はミニッツ（付属資料 1、2）に取りまと

められ、関係者間で署名・交換を行った。 

調査結果の要約は、以下のとおり。 

 

（１）これまでの協力成果の活用 

ボリビアでは、これまでに、「家畜繁殖改善計画（1987 年～1994 年、実施機関：家畜人工

授精センター）」及び「肉用牛改善計画（1996 年～2003 年、実施機関：肉牛改良センター）」

が実施されており、多面的な畜産技術（飼養技術、繁殖技術、育種改良技術、家畜衛生技術）

が移転された。本プロジェクトは、2001 年に両実施機関を統合する形で設立された国立家畜

改良センターを実施機関として、これまでに移転された技術を、中小畜産農家が導入可能な

技術として改良、実用化を目指すものである。 

 

（２）対象地域について 

本プロジェクトは、中小畜産農家に導入可能な技術の改良・実用化を達成するために、実

際の畜産農家における実証・展示活動を行う。そのため、対象地域としては、中小畜産農家

が多く存在し、また、国立家畜改良センターから遠すぎないことが条件となる。一方、イチ

ロ郡ヤパカニ地域はサンタクルスの北西方向約 180km に位置する内国移住地であり、高原地

帯からの移住者が多く農畜産業を営んでおり、また CNMGB メインセンターから車で 1 時間半

程度と、日帰りでも十分対応可能な距離にある。調査団は対象地域として同地域を現地視察

し、畜産農家の実態及び農民組織等関連団体について調査を行った。 

 

（３）ヤパカニ地域の現状 

ヤパカニ地域は上記のとおり内国移住地であるが、もともと 1937 年にチャコ戦争から復員

した兵士をコチャバンバ県チャパレとサンタクルス県ヤパカニに移住させたことが最初とい

われている。現在、約 3万人の人口のうち、90％が農畜産業に従事しており、これまでに NGO

等によって農畜産分野に係る様々な支援が実施されてきた。しかし、十分な技術指導が行わ

れず、無計画な交配が進み、また飼育技術も依然低レベルにある。一方、同地域には農民組

織、NGO 等、畜産技術指導に係る多くの組織が存在するため、これらの組織の活動状況を十分

に把握し協力関係を保つことで、プロジェクト活動をより効率的に進めることができる。ま

た、プロジェクト終了後の自立発展性の観点からも、これらの組織との連携は重要である。 
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（４）PDM（案）及び PO（案）の策定 

サンタクルス県及びヤパカニ地域の関係機関を対象としたワークショップを実施し、前回

調査時に策定されたマスタープランをもとに作成された PDM（案）及び PO（案）について合

意を得た。本プロジェクトは対象地域（イチロ郡ヤパカニ地区）においてモデルグループで

の中小畜産農家向け普及システムの確立のため、期待される成果として、以下の４点を設定

した。 

 １）モデルグループでの普及体制確立 

 ２）中小畜産農家に適した技術の改良・導入 

 ３）普及員の育成及び適切な普及活動の実施 

 ４）モデルグループに対する適正技術の普及 

PDM（案）及び PO（案）は付属資料 3～6のとおり。 

 

（５）プロジェクトの実施体制 

  プロジェクト活動の中心となる、中小畜産農家に導入可能な技術の改良・実用化のための

実証・展示活動は、上述のとおり主にヤパカニ地域で行なわれるため、CNMGB メインセンター

の他に、ヤパカニ地域に事務所を設置する必要がある。 

同事務所の候補地として、同じくヤパカニ地域で活動を展開している「小規模農家向け優

良稲種子普及計画（DISAPA）」の事務所の一部を使用することで、同プロジェクト利光リーダ

ーに依頼したところ、快諾を得た。ただし、事務所は DISAPA の実施機関である熱帯農業研究

センターの敷地内に位置することから、DISAPA の終了する 2005 年 7 月以降は別途事務所を設

置する必要がある。その場合、ヤパカニ農牧短大の敷地が候補地のひとつに挙げられる。 
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第３章 現地調査の結果 

 

 調査期間中、現地関係団体や農家の聞き取り調査、農民対象のワークショップを実施し、資料

として畜産農家アンケート結果、公的機関の報告書、現地地図等を入手した。また、実施機関に

予定されている国立家畜改良センターの活動状況を調査した。 

 

３－１ 調査地域の概要 

耕地面積が約 2,100 k ㎡（東京都の面積とほぼ同じ）のヤパカニ地域は、標高 300～500 m の比

較的平坦な北部地域と標高 300～1,000 m の起伏に富む南部地域に分けられる。 

北部地域は、主に粘土質土壌が分布し、南部地域は、粗粒質土壌の分布面積が広い。土壌の理

化学性は、全般的に不良である。酸性を呈し、リンなどの養分は、低レベルにある。南部地域に

広く分布する粗粒質土壌は、保水性も悪く、畑作に適さない。 

年平均気温は 22～24 ℃、年間降水量は 1,700～3,000 mm で、南西方向の山間部に近くなるに

従って降水量は増大する。降水量の 70%以上が、11 月～4月の雨季に集中する。 

ヤパカニ地域には、３万人余りが居住する。同地域は、国道沿いの開けた地域(電気や電話網な

どのインフラが整備されており、また、必需品を容易に購入できる)とインフラが整備されていな

い内部地域の 149 部落とで構成される。各部落の耕地面積は、600 ha から 6,000 ha の範囲にあ

る。 

ヤパカニの部落形成は特異である。すなわち、日本のように各部落が集落を形成して、その周

辺に土地を所有するのでなく、ほぼ 200 m の間隔で 20～50 ha 程度の土地が配分され、それぞれ

の土地に農家が張り付いている。したがって、普通、各部落は中心地を持たない。こうした部落

形成は、高地原住民の伝統的村落形態の影響といわれている。高地の文化を色濃く残しており、

言葉の問題（大人を中心に意思疎通にはケチュア語が使われている）等のため、閉鎖的な社会を

形成している。 

地理的条件を反映して、ヤパカニの北部地域は稲作を中心とした畑作物が主に栽培され、南部

地域は、牛飼育が主体である。ヤパカニの牛飼養頭数は、約 2 万 8 千頭で、この内 80 ％以上が

南部の６行政区（区域総面積；約 830 k ㎡）に集中する。この南部地域の農民の生計の主体は畜

産であり、したがって、収入のほとんどを牛乳、チーズ及び牛の生体販売に頼っている。北部の

稲作地域でも牛が飼育されているが、これは、非常時の現金収入に備えるためである。 

 

３－２ 調査地域の畜産事情 

高地先住民の文化が色濃く残るヤパカニ地域の社会環境は、サンタクルス県内の他の地域とは

大きく異なる。この地域で効果的技術協力を展開するには、現地の社会や畜産事情を十分の把握

しておくことが重要である。このため実施機関として位置づけられている国立家畜改良センター

は、本案件の申請に関連して、2004 年 3 月から同年 8月にかけて現地の畜産農家を対象にしたア

ンケートを実施した。 

調査項目は、畜産技術（草地管理、畜産関連施設、飼養管理、家畜繁殖、家畜衛生など）に加

えて、農家経営や社会環境など多岐にわたる。調査結果を分野ごとに分けて整理した。（付属資料

７参照） 
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アンケート結果をみると、畜産農家における牛飼育は、乳肉兼用であり、乳生産(生乳とチー

ズ)で日常収入を得ている。畜産農家におけるこの他の主要な現金収入源は、子牛と成牛の販売

である。 

教育についてみると、大部分が小学校卒である。言語については、公用語としてのスペイン

語のレベルが全体的に低いことが指摘できる。 

畜産関連施設の整備は貧弱であり、水確保の問題が大きい。草地は、1～2 牧区の農家がほと

んどで、草地の改良は進んでいない。また、飼養管理や繁殖・衛生については、技術的対応が

極めて不完全であることが判明した。 

畜産団体に加入している農家は極めて少ない。現在、機能している２団体の加入率は 20％程

度ある。これら団体による技術指導は極めて限られており、農家の聞き取り調査でも技術者の

指導を受けたと答えた農家はまれであった。牛の貸付が受けられ、また、雌牛等を低価格で購

入できるなど、畜産団体に加入するメリットはある。しかし、これら団体はこれまで、団体内

の技術者育成、農家の技術レベル向上に不熱心で、農民に魅力的な活動を展開してこなかった

といえる。 

聞き取り調査で牛飼育における女性の役割が大きいことが分かった。多くの場合、搾乳や子

牛の管理、チーズ生産を中心に、女性が重要な役割を果たしている。男性は、草地造成や放牧

地の管理、耕作など、力仕事が中心である。 

同調査で稲作主体の経営から畜産主体の経営への転換を望むと回答した農家があった。稲作

は、種子代や農薬代、機械借り入れ代などの経費がかさむ一方、収量が天候に大きく左右され

るため、負債を抱えやすい。畜産農家が負債を抱えにくいことは、アンケート結果からも明ら

かである。 

 

 

３－３ 協力対象地域 

すでに述べたように、ヤパカニでは飼育牛の大部分が南部の６行政区に集中する。この地域は、

大部分が畑作に適さず、畜産に頼らざるを得ない。さらに、畜産団体加入者の大部分がこの地域

に集積していること、起伏に富む地形が広く分布し、かつインフラ未整備のため行動範囲が限ら

れること等を考慮するならば、協力対象地域をこの南部６行政区に限るのが妥当であろう。 

大人数が参加しても効果が期待できる講習会や予防注射等の普及活動に関しては、対象地域を

拡大することも可能であろう。この点は、今後の検討課題である。 

６行政区が分布する地域は、経営形態や地理的条件、インフラ整備等の状況により３地域に区

分できる。その概要を表１に示した。第１地域は、もともと稲栽培が広く行われていたが、近年、

畜産主体の経営に転換する農家が増加しつつある。この地域で畜産団体に加入している農家はほ

とんどない。乾季に水不足になり易い地域である。 
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表１ ヤパカニ南部地域の区分 

地域 部落数 地形 土地利用 土壌肥沃度〈土

性〉 

 

主要な水源 

第１地域 

（北部） 

13 

 

平坦 

 

畜 産 ＋ 畑 作

（稲） 

中位（シルト質） 河川水、井戸水 

第 2地域 

〈国道沿い〉 

― 平坦 畜産 低位（シルト質）

 

上水、井戸水 

第 3地域 

（南部） 

43 起伏に

富む 

畜産 低位（砂質～レ

キ質） 

河川水 

  

 

第 2 地域は、国道沿いのため、電気や水道が整備されており、インフラ面での制約が少ない。

早くから開けた地域であり、他の地域に比較して畜産の技術レベルは高い。牛乳生産者協会に

加入している農家は、この地域に多い。 

第 3 地域は、地形が起伏に富み、かつ地力の低い粗粒質土壌が広く分布する。このためほと

んどの地域が作物栽培に適さない。レキに富む地域は、慢性的な水不足に悩まされている。ヤ

パカニ牧畜協会に加入している農家は、この地域に多い。 

これらヤパカニ南部３地域の牛飼育状況を表２に示した。第１地域と第３地域は、無計画な

交配のため交雑牛が大半を占める。第２地域は、純粋種に近いヨーロッパ種が導入され、配合

飼料の給与の普及率 50％を超える。 

 

表２ ヤパカニ南部地域の牛飼育 

地域 飼育牛の構成 配合飼料給

与している

農家数(%)*

乳量 ㍑/頭

** 

収入（ドル/年） 

第１地域 

（北部） 

無計画交雑牛が大半

（自家産無計画交雑も

見られる） 

9 3.7 

(7 月調査) 

500～1,200（主に

チーズ生産） 

第 2地域 

〈国道沿い〉 

ホルスタイン種、ブラ

ウンスイス種とその交

雑牛が多い 

56 8.0 

(3 月調査) 

6,000 ～ 10,000

（生乳生産） 

第 3地域 

（南部） 

無計画交雑牛が大半

（自家産無計画交雑も

見られる） 

15 3.9 

(7 月調査) 

700～1,500（主に

チーズ生産） 

* ヤパカニ地域全飼養頭数に対する割合 

** 乳量は、子牛が飲む量と草量により変動する。 

（国立家畜改良センター及びその他資料） 
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乳量については、地域間差が認められる。飼養牛の遺伝的能力や飼料の質と量に密接に関係

していると推察される。 

乳価は、牛乳生産者協会の納入割り当て枠内では、1.3 ボリビアーノ(18 円程度)/㍑、枠外で

は 1.0 ボリビアーノ(14 円程度)/㍑である。一方、牛乳を凝固してチーズとして販売する場合は、

８ボリビアーノ(110 円程度)/kg である。牛乳 10 ㍑で約 1 kg のチーズが生産されるので、チー

ズでの販売は、牛乳で販売するよりも大分割安になる。インフラ整備されていない交通の便が

悪い部落では、日持ちするチーズ生産が生計の主体となる。 

 

３－４ 農民対象のワークショップ 

前回の事前調査では、現地組織の代表が参加してワークショップが実施された。今回は、農民

の生の声を聞くため、協力対象地域の農民を対象にワークショップを実施した。農民の要望に基

づき、本ワークショップでは、ケチュア語を介して討論が進められた。アンケート調査でも明ら

かなように、農民のスペイン語の理解度は全体的に低い。農民が技術情報を十分理解し、技術を

マスターできるようにするには、ケチュア語が必須である。 

今回のワークショップで農民からは、乾季の飼料不足や外部・内部寄生虫対策、近親交配の問

題等の技術的課題とともに、技術情報の不足や現場技術指導の不足が指摘された。この他、水不

足の問題や道路網整備などのインフラに関する課題が挙げられた。 

部落内には普通、畜産団体会員と非会員が混在している。非会員の農民からは、プロジェクト

活動に参加できないのではないかという不安が述べられた。プロジェクト開始後に計画している

グループ農家の選定に当たっては、畜産団体に所属していない農民に十分配慮する必要がある。 

 

３－５ 関係組織の活動状況 

ボリビア政府は貧困削減ペーパーを策定し、貧困削減政策を実行に移しつつある。 

サンタクルス県庁は、現在、10 前後の町村で自治体独自の普及員を配置し、小規模農家の技 

術改善を指導する取り組みを開始しようとしている。ヤパカニ地域で計画している本プロジェク

トも県庁のこうした政策と密接に関係してくる。 

ところで、「国立家畜改良センター」は、本技プロの中核機関として、モデルグループ、モデ 

ル農家を組織し、普及員による普及活動を指導していくことになる。当センターは、これまでの

2つの JICA 協力で移転・醸成された技術を活用し、人工授精師やその他技術者の養成に貢献して

きた。ヤパカニ地域に限った場合、センターに蓄積された技術の一部は、国道沿いの畜産農家へ

の導入は可能であるが、その他の地域の畜産農家に対しては、在来技術の改良も含め工夫が必要

である。 

協力地域の畜産団体としては、ヤパカニ牧畜協会(AGAYAP)と牛乳生産者協会(ASOPLE)がある。

前者は、牛貸付けの実績はあるもの、農家に対する技術指導では活動実績は乏しい。また、牛乳

生産者協会は、牛乳の集荷・加工には力を入れてきたが、乳牛の改良や生産性向上、乳質改善等

に対する取り組みは希薄である。また、技術者の確保・養成に関しては、十分な取り組みがなか

った。 

一方、ヤパカニ農牧短大では、現地の子弟を対象に農畜産分野の教育を展開している。しか 

し、カリキュラムは講義中心であり、実践的な教育プログラムの導入が急がれる。 

ヤパカニ移住農民連合では、インフラ整備、生活改善、医療・教育改善に関する取り組みに
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加えて、農業、畜産振興にも積極的に取り組もうとしている。しかし、これら取り組みは、方

向性が明確でなく、また具体性に欠けるため、普及活動は停滞している。 

諸外国の NGO 等と連携している現地 NGO も教育や医療等の生活関連の改善事業、さらには農

業・畜産分野の技術改善に関する技術指導を展開している。しかし、畜産に限ってみた場合、

これまで継続性のある活動ができなかった。 

このように、現地の畜産団体や NGO のこれまでの取り組みは、十分であったとはいえない。

この点は、農民対象のワークショップの結果からも裏付けられた。 

 

３－６ 技術的課題 

前回の調査でヤパカニにおける畜産技術の問題点・課題について検討され、問題解決の方向が

示された。ここでは、今回の現地調査、アンケートで得られたデータをもとに、ヤパカニ地域の

畜産の問題点・課題について検討した。 

表３は、ヤパカニ地域（国道沿いを除く）における牛飼育の技術指標を示したものである。注

目すべきは、子牛の死亡率が極めて高く、また初回出産月齢が 30～36 ヵ月と遅いことである。出

産間隔も 17 ヵ月と長い。これらデータから、ヤパカニ地域における畜産技術の未熟さが指摘でき

る。 

  

表３ ヤパカニ地域の牛飼育に関する技術指標 

指標項目 データ（国道沿いを除く畜産農家 442 戸の平

均） 

初回種付け 平均 25 ヵ月 

初回出産 30～36 ヵ月 

妊娠（出産）％ 70 ％ 

出産間隔 17 ヵ月 

出生時体重 25～35 kg 

子牛死亡率（0～12 ヵ月） 26.1 ％ 

子牛死亡率（13～18 ヵ月） 5.1 ％ 

成牛死亡率 5.9 ％ 

平均乳量 3.8 ㍑ /日/頭 

（国立家畜改良センター；アンケートデータ） 

 

草地管理・飼料生産； 

ヤパカニ地域の中小畜産農家は、アンデス高地から移住した後、手作業で開墾し、草地を拡

大してきた。開墾・火入れされた土地に初年目は、陸稲やトウモロコシを播種し、これら作物

がある程度成長した段階で、牧草種子を播種、あるいは牧草を移植する。作物を収穫後、放牧

草地として利用するが、発芽率の低い安価な種子を低密度で播種するため、あるいは、移植密

度が低いため、普通、生産性の高い人工草地に造成できない。 

国道から離れた地域では、放牧地の牧区数が 2 以下の農家数が 50％以上を占める。早くから

開けた国道沿いは、牧区数が多い。 
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エレファントグラスなどの飼料作物の栽培面積は、2003 年の調査時点で 33 ha に過ぎず、牛

飼育が放牧主体であることが分かる。ヤパカニ地域では、2003 年の調査時点でサイレージや乾

草を生産している農家は見られない。 

 

 飼養管理； 

幹線道路沿いの多くの畜産農家は、ホルスタイン種の血液濃度が高い牛を飼育し、青刈り給

与、濃厚飼料給与を行っている。しかし、サイレージや乾草は生産していない。 

ミネラルは、飼料の消化吸収や繁殖などと密接に関係しているため、鉱物質飼料として補給

しなければならない。アンケートや聞き取り調査で得られた結果では、農家は経費節減のため、

塩は最低限の補給に止めているようである。 

搾乳は、ほとんどの農家が朝の 1 回搾りで、子付きで行う。一本の乳頭を子牛に吸わせ、残

り 3本を搾乳するのが一般的である。 

アンケートでは、乳房炎の感染率が非常に高い。感染状況についての詳細な検討が必要であ

る。 

すでに述べたように、ヤパカニ地域では、子牛の死亡率が 25%を超える。子牛の死亡原因は、

下痢（初乳の摂取不足）、臍帯感染（生後処置の不完全）、衰弱（炎天下での放置）等が挙げら

れる。また、狂犬病の疑いのある死亡例もみられるようである。 

この他、飼養管理で注目すべき点は、去勢の習慣がなく、また、個体管理の意識が希薄なこ

とである。こうしたことは、農民の畜産技術に対する意識の低さを示すものであるが、一方で

は、関係団体の技術者が、農民に対する技術的指導を怠ってきたことも大きな要因として挙げ

られる。 

 

家畜繁殖； 

家畜繁殖分野で問題なのは、種牛を保有しない農家が多く、また、近親交配の農家が多くみ

られることである。種牛を保有している農家は 45 %程度で、残りは隣接農家からの借用等によ

り対応している。こうした借用牛による交配でも近親交配が進むことになる。 

繁殖障害の主な原因としては、発情の繰り返しや胎盤停滞、流産がある。これら障害の主な

原因としては、繁殖障害病の感染や栄養問題が挙げられる。さらに、奇形、流産の頻度が比較

的高いとの報告があり、これには近親交配の影響が無視できない。 

 

家畜衛生； 

ヤパカニ 442 戸の調査結果では、予防接種や駆虫、ダニ等の対策が講じられている。しかし、

これら対策には問題が多い。 

予防接種では、薬剤を購入してから使用するまでの保管方法に問題があり、また、接種量、

接種時期（齢）などが問題点として挙げられる。駆虫については、90%の農家が実施している。

しかし、投与間隔に問題のある農家が 50%を占めた。ダニ駆除では、薬の投与間隔の長い農家が

ある一方、定められた量を投与しない農家も多い。体重が分からないため、規定量よりもかな

り少なく投与するのが一般的のようである。聞き取り調査から、普通、重度の症状を呈してか

ら、対策を講ずる傾向にあることも分かった。 

家畜衛生分野におけるこうした問題は、獣医師等技術者による指導がこれまでほとんどなか
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ったこと、さらには情報不足によるところが大きい。 

 

家畜改良及び加工； 

家畜改良は、一般的に種牛や若雌牛の導入、人工授精などによって進められる。ヤパカニ地

域では、こうした取り組みを畜産団体やその他 NGO が中心に実施してきたが、目に見える成果

は得られなかった。例えば、1980～1985 年にかけて、400 頭のジャージー種、ブラウンスイス

種の若雌牛が導入されたが、無計画な交配が進められたため、その導入効果は不明である。人

工授精も個体管理の不徹底や栄養管理のまずさ、さらにはコスト問題から、計画的な改良には

至らなかった。 

畜産物の流通の問題も大きい。ヤパカニ地域で生産された生乳や牛肉の潜在需要は大きいと

されている。しかし、現地の乳加工プラントは、冷蔵施設不足などの問題を抱えている。また、

屠場を持つヤパカニ牧畜協会は、この施設を活用し牛肉の販路拡大に努めているが、外部から

の買い付け業者への販売慣習、野外屠殺・解体の習慣が根強く、この屠場に持ち込まれる牛頭

数は極めて限られる。 

生産物の流通問題は、生産性向上との関連できわめて重要な課題である。しかし、課題の性

格上、加工・流通に関する問題は、アドバイス等の対応に止めるべきであろう。 

 

３－７ 畜産技術の普及 

ヤパカニ地域においては、これまで畜産技術の普及は、主に現地の畜産団体や NGO が担ってき

た。しかし、技術指導の範囲が限定され、かつ継続性に欠けたため、畜産の生産性向上で目だっ

た成果が得られなかった。農民の組織化が進まず、畜産団体への加入農家が限られているのもこ

うした状況を反映しているものと推察される。 

普及プロジェクトの協力範囲、現地組織との連携、モデルグループ選定等について検討した結

果は、以下のとおりである。 

 

技術指導の範囲； 

本プロジェクトの目的は、中小畜産農家のための適正技術を開発・体系化し、普及技術者を

通じて生産性向上の普及プログラムを定着させることである。普通、畜産技術の改善において

は、人工授精や純粋種の導入など、家畜改良を含めた指導が行われる。しかし、アンケートか

らも明らかなように、協力対象地域では草地管理、飼料生産、飼養管理、繁殖衛生の各分野の

技術が低レベルにある農家がほとんどである。牛の改良については、飼養管理や衛生対策等の

基本技術が一定以上のレベルに達した段階で、本格的に取り組むべき課題であろう。本プロジ

ェクトでは、牛飼育に関わる基本技術の指導に主眼を置き、農民が低コストで導入し易い適正

技術体系の確立を目指した普及活動を展開すべきである。 

すでに述べたように、ヤパカニ南部の畜産地域は、地理条件や地域間・農家間の技術格差に

より３地域に区分できる。技術開発や普及活動に当たっては、こうした点に十分配慮する必要

がある。 

具体的な普及技術としては、子牛の管理、個体識別、群管理、個体情報管理（記録）、衛生プ

ログラム、生産性・繁殖性の記録、適応草種選定・貯蔵飼料確保、放牧牧区の分割、総合的な

飼養管理等が挙げられる。 
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この他に注目すべき点は、搾乳や子牛の管理を中心に女性の役割が大きいことである。技術

指導に当たっては、家族内の役割分担にも配慮する必要がある。 

 

関係組織との連携； 

ヤパカニ地域は、内国移住地ということもあり、極めて特異な社会環境にあることはすでに

指摘した。農民は、ほとんどの活動を部落単位で行い、結束して行動する。一方では、地域で

活動している NGO と農民組織がしばしば反目しあうことがある。現地関係組織との連携に当た

っては、こうした点にも十分配慮しなければならない。 

これらのことから、現地に設置予定の「技術委員会」は、組織間の協力体制を強化し、プロ

ジェクトの活動をよりスムーズに展開していく上で、極めて重要な役割を果たすことになろう。 

今回の調査では、現地の状況を十分に理解せずに活動しているNGOがあるとの指摘があった。

NGO 等、現地団体の活動方針・内容について十分把握しておく必要がある。 

 

普及活動； 

畜産技術の普及に当たっては、普及員の養成や組織間の協力とともに、モデルグループのリ

ーダーの育成も重要な課題である。普及員が一方的に指導するやり方では、例え農家に受け入

れやすい技術であってもスムーズな普及は展開できないであろう。畜産技術の改善に向けて、

農民が、積極的に参加し、かつ農民と普及員の双方が共同して現場の問題を解決していける体

制を整える必要がある。このためには、モデルグループ内のリーダー育成が重要な鍵になる。 

モデル農家(リーダー)やグループ農家の選定に当たっては、プロジェクトの目標や活動の中

身を明確にし、農民の理解を得るとともに、関係組織との調整も重要である。畜産農家の技術

レベルが地域や畜産団体加入の有無により異なることにも配慮する必要がある。こうした課題

については、「技術委員会」で十分検討し、農民や各組織の理解を得ることが重要である。 

「技術委員会」のメンバーは、市役所、畜産の２団体、ヤパカニ農牧短大、ヤパカニ移住農

民連合で構成し、その他 NGO は連携機関として位置づけるのが良いであろう。多くの NGO は活

動地域を限定し、かつ、畜産以外の活動も展開しており、畜産団体とは、異なった活動形態が

想定されるためである。 

普及活動に当たっては、言葉の問題についても十分な配慮が必要である。現場の技術指導や

農家向けマニュアル、視聴覚教材の作成では、ケチュア語が基本になる。特に女性は、スペイ

ン語の理解度が低いことから、ケチュア語による指導が必須である。 

普及員は当然、ケチュア語を解し、かつヤパカニ地域の自然・社会環境を十分に理解してい

る者が望ましい。こうした条件を満たす人材は、ヤパカニ出身者に限定されるであろう。 

農家に対する情報伝達方法も重要な課題である。農家間の距離があり、通信手段が整備され

ていないにもかかわらず、部落内の情報伝達は意外に早い。緊急の場合は、地元のラジオが使

われ、連絡事項の徹底が図られる。プロジェクトの推進に当たっては、情報伝達手段としての

ラジオの役割は極めて大きい。 

一般に、ボリビアの技術者は、理論には長けていても実技指導の能力に欠ける。現場で臨機

応変に対応できる普及員を育成するには、実践重視の指導でなければならない。今回、ヤパカ

ニ地域の社会、経済、文化に関しては十分な調査ができなかった。現地の中小畜産農家への畜

産技術の普及に際しては、こうした諸条件への適合性にも十分配慮しなければならない。 
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第４章 プロジェクト協力計画の概要 

 

４－１ プロジェクトの枠組み 

（１）プロジェクト名：ボリビア国立家畜改良センター普及強化計画 

 国立家畜改良センターに蓄積された、過去の技術協力の成果を農家レベルに普及させる、

という当初のコンセプトから上記名称としてきた。しかし、プロジェクトの活動内容を端的

に表わした表題になっておらず、今後の協議によって変更される可能性がある。 

 

（２）対象地域：イチロ郡ヤパカニ地域 

 

（３）受益者：モデル農家・モデルグループ 

 前述のとおり、地理的事情から、概して北部は稲作を中心とした農業が営まれ、南部地域

では畜産業が営まれている。南部 6行政区には全飼養牛の 80％、人口の 70％が集中しており、

また農家が幹線道路から数キロの範囲に分布し、日々の実証・展示活動に支障をきたしづら

いため、同地域からモデル農家・モデルグループを選定する。 

 なお、選定においては、様々な条件の畜産農家で導入可能な技術を改良・実証するために、

土地条件、技術レベル等を十分に考慮し、ある程度条件にばらつきのある農家を選び出す必

要がある。また公平性を保つためにも、ある程度関係組織を巻き込んで、関係者合意のもと

で選定を進めていくことが、自立発展性確保の意味からも重要である。 

 

（４）協力期間：4年間 

 前回調査では、協力期間について日本側は 3 年、ボリビア側は 5 年を提案していた。ボリ

ビア側の主張としては、中小畜産農家の技術レベルが当初想定していたよりもはるかに低い

ことを挙げていたが、現地調査の結果、協力内容を飼養管理改善、家畜衛生改善、草地管理

といった特に基礎的であり、かつ重要と思われる項目に絞った活動計画を作成したところ、4

年でプロジェクト目標は達成されるものと判断した（PO は付属資料 5,6 を参照）。 

 

（５）実施体制 

監督機関：農牧省 

実施機関：国立家畜改良センター（CNMGB） 

 

（６）上位目標 

「ヤパカニ地域の中小畜産農家の生産性が向上する」 

 

（７）プロジェクト目標 

「モデルグループを対象として、中小畜産農家への普及モデルが開発される」 

 対象地域から数戸のモデル農家とその周辺農家を含むモデルグループを選定し、農家にお

いて実証・展示活動を行う。同時に、その活動の過程で普及員を育成し、モデル農家で改良

された技術を周辺農家へ指導することで、モデルグループ内での普及モデルを構築する。 
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プロジェクト終了後は、CNMGB のスタッフと育成された普及員が、プロジェクトの成果を活

用して、モデルグループ外の農家に畜産技術を指導・普及していくことになる。 

 

（８）成果 

第 2次事前評価調査（案） 第 1次事前評価調査（案） 

1. 普及活動を行うための体制が整備され

る。 

2. 中小畜産農家に適した技術が改良・導

入される。 

3. 普及員が育成され、適切な普及活動が

行われる。 

4. モデルグループに適正技術が普及され

る。 

 

 

1. 中小畜産農家に適した技術が開発され

る。 

2. 普及員が育成され、適切な普及活動が

行われる。 

3. モデルグループに畜産技術が普及され

る。 

 

基本的な活動内容に変更はないものの、実証活動を行う以前の活動（モデル農家、普及員

の選定等）及び活動中の関係者間の調整について、ひとつの項目として立てて整理し直した。 

 

（９）活動 

1) 普及活動のための体制整備 

・モデル農家及びモデルグループの選定 

・普及員の選定 

・技術委員会の開催 

2) 適正技術の改良・選定 

・適用化農家技術の体系化 

・適正技術の検証 

3) 普及員の育成と普及活動 

・普及員への指導 

・普及指導マニュアルの作成 

4) モデルグループへの普及 

・モデルグループへの技術指導 

・農家向け普及資料の作成 

 

プロジェクト開始直後は、モデル農家、普及員の選定に時間をかける必要がある。特に、

技術の改良・実証段階から関わっていく普及員は、プロジェクト終了後の活動を持続させる

ために重要な役割を担うため、公平性を保ちつつ慎重に選定することが重要である。モデル

農家の選定においても、プロジェクト期間中、終了後に関係組織間のあつれきや農家間のね

たみを生じさせ、活動自体に支障をきたすことのないよう、半年程度を目処に十分に時間を

かけて選定することになる。なお、選定作業は技術改良・実証が 1 クール終わった段階で、

もう一度行われる。 

技術改良・実証段階では、約 1 年を 1 クールとして技術の改良を行い、その結果をもとに
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農家に導入可能な技術として体系化し、マニュアル等を作成する。さらに、体系化した技術

が本当に畜産農家で適応可能であるかを最低でも 1 度は試行する必要があり、他のモデル農

家において実証展示をもう 1クール行う。 

 

４－２ 日本側投入（案） 

（１）長期専門家派遣 

日本人専門家は、現地の技術・知識を有効活用しつつ、C/P、普及員や農家の主体的な活動

を引き出すことが求められる。構成案は以下のとおり。ただし、今後の協議によって変更さ

れる可能性がある。 

 

１）チーフアドバイザー／飼養管理 

プロジェクト活動全体の運営管理、飼養管理に関する助言、指導 

２）業務調整 

チーフアドバイザーの補佐、プロジェクトの運営に関する各種調整 

３）普及 

ヤパカニ地域における実証・普及活動に係る助言・指導 

 

（２）研修員受入 

 普及員の本邦研修等、必要に応じて実施する。特に具体的要望は出されていない。 

 

（３）供与機材 

 CNMGB に対しては、これまでのプロジェクトにおいて十分な機材供与がなされており、技術

改良においては、農家で導入可能なものとするために、高価な機材はあまり必要としないこ

とから、供与機材としては車両、普及用バイク、普及用視聴覚機材といったものが中心とな

る。 

 

（４）現地業務費 

 

４－３ その他 

ボリビア側投入、合同調整委員会等についてはミニッツ（付属資料１，２）を参照。 
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